
　　　　　　　年　度

平24 29 令2 3 4
 品　目 対24年度比 対29年度比 対前年度比

kℓ kℓ kℓ kℓ kℓ ％ ％ ％

438,636 411,272 312,035 311,798 328,310 74.8 79.8 105.3

38,636 29,498 19,702 19,232 19,933 51.6 67.6 103.6

381,522 337,674 295,326 287,499 282,271 74.0 83.6 98.2

494,779 467,670 367,284 364,498 356,062 72.0 76.1 97.7

90,050 91,046 88,719 88,967 85,810 95.3 94.2 96.5

2,802,558 2,683,542 1,839,166 1,931,338 2,234,631 79.7 83.3 115.7

86,502 101,903 101,612 92,548 94,788 109.6 93.0 102.4

4,021 4,239 7,501 5,015 5,592 139.1 131.9 111.5

83,648 127,721 135,396 126,553 146,448 175.1 114.7 115.7

4,807 3,978 3,389 3,349 3,537 73.6 88.9 105.6

626,424 501,887 391,405 402,366 396,457 63.3 79.0 98.5

1,891,015 2,065,242 2,568,461 2,369,482 2,261,172 119.6 109.5 95.4

325,880 637,685 951,777 998,650 833,073 255.6 130.6 83.4

660,187 443,900 338,981 281,893 251,311 38.1 56.6 89.2

7,928,673 7,907,257 7,420,754 7,283,188 7,299,414 92.1 92.3 100.2

(注)

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

方法により計算した数量としている。

４　原料用酒類（ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。）として製成された数量は除いている。

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等
（ al 分 100 ％ 換 算 ）

そ の 他 の 醸 造 酒 等

合 計

１　本表は、主として「国税庁統計年報」（４月～翌年３月）によった。

３　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含み、粉末酒については、酒税法施行令第12条の３の

ビ ー ル

果 実 酒

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー
（ al 分 40 ％ 換 算 ）

ブ ラ ン デ ー
（ al 分 40 ％ 換 算 ）

発 泡 酒

付表1　酒類製成数量の推移表

清 酒

合 成 清 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎
（ al 分 25 ％ 換 算 ）

単 式 蒸 留 焼 酎
（ al 分 25 ％ 換 算 ）

み り ん

（６ 酒類製成数量の推移）

－28－


